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　 3月 7日（土）、松山市コミュニティセンターにおいて「2026 春季生活闘争総決起集会」
を開催しました。
　冒頭、上甲会長より、各組織の方針に基づき組合員の期待に応える奮闘と、世論喚起に向
けた協力を要請したうえで、次の項目について強調しました。

１．2024、2025春闘で 2年連続 5％を超える賃上げが実現したものの、実質賃金は 4年連続で
マイナスとなり、生活にゆとりができたと感じる人は少ない。現状が続けば消費の冷え込みで県
内経済に影響が出る。
２．今春闘で、月例賃金の引上げ、物価上昇を上回る賃上げの実現などにより、賃上げ「ノルム」
を定着させなければならない。
３．賃上げが行える環境整備として、①企業間取引の価格交渉の徹底、②原材料の高騰や労務費も
含めた価格転嫁が当たり前となる交渉の定着、③サプライチェーン全体で生み出した利益の適正
配分――などを整える必要がある。
４．2月 16日に開催の愛媛県版政労使会議で、賃上げの必要性について確認し共同メッセージを発
出した。労使で課題を共有し、地域経済の活性化につなげる必要がある。

　最後に、「春闘で勝ち取った成果を地域の未組織労働者に波及させ、取り組みをアピール
することで仲間づくりにもつなげていかなければならない。総力を挙げ最後まで粘り強く戦
い抜きましょう」と、力強く訴えました。
　次に、寺田事務局長より、2026 春闘方針説明および情勢報告の後、「2026 春季生活闘争総決
起集会アピール（案）」「3.8 国際女性デーアピール（案）」がそれぞれ採択され、最後に長岡副
会長の「団結ガンバロー三唱」で会を終了しました。その後、青年委員会・女性委員会と構
成組織組合員で、「3.8国際女性デー」および「Action36！」に関する街頭行動を実施しました。

　 2026 春闘学習会を、2月 26 日（木）中予・今治地協今治支部（テクスポート今治）、3月 4
日（水）東予地協（西条市創生センター）、3月 10 日（火）南予地協（パフィオうわじま）、3
月 11 日（水）中予・今治地協中予支部（ろうきん松山ビル）において開催し、合計約 170 名
が参加しました。冒頭、上甲会長はあいさつで、今春闘を取り巻く情勢のほか、月例賃金へ
の拘り、愛媛県内における政・労・使での取り組みなどを強調し、ともに闘い抜く決意を述
べました。
　その後、金並副事務局長から、① 2026 春季生活闘争方針のポイント、②パートナーシッ
プ構築宣言の推進、③取適法（改正下請法）の概要――などについて、三好副事務局長から
は、2026 年度組織拡大推進の取り組みについて説明し、参加者は理解を深めあいました。
　最後に、各地協（支部）役員があいさつし、今後の取り組みなどについて認識を合わせ、
学習会を終了しました。
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　連合愛媛は 3月 24 日（火）に、2026 春季生活闘争方針における政策制度実現の取り組み
として、働く者の視点からを踏まえた労働環境整備の27項目をまとめ、愛媛労働局に対して、
中小共闘センター委員会と事務局の 12 名で要請を実施しました。
　冒頭、上甲会長より、「『働くことを軸とする安心社会』の実現に向けて、労働局の皆さん
と課題を共有し、県内労働者が安心・安全な職場で働ける環境を整えていきたい。本要請へ
のご理解とご協をお願いする」とあいさつしました。引き続き、事務局から要請内容の概要
を説明し、労働局の各部局担当者から、要請内容に対する現状認識や今後の取り組み、周知
活動などの県内行政機関や各団体と連携した取り組みについて回答を受けました。
　最後に長岡副会長から、連合愛媛と愛媛労働局双方が橋渡し役となり、より良い労働環境
の実現と活性化に向け取り組んでいくことをお願いし、閉会しました。

Ⅰ．価格転嫁や取引の適正化につながる諸施策について（4項目）
Ⅱ．社会保障サービスの充実に向けた人材確保・処遇改善、体制の構築について（5項目）
Ⅲ．すべての労働者の雇用の安定・人への投資拡充について（5項目）
Ⅳ．働く者のための労働基準関係法制の遵守について（5項目）
Ⅴ．あらゆるハラスメント対策と差別の禁止について（5項目）
Ⅵ．学校職場における長時間労働の是正と教職員のメンタルヘルス対策について（3項目）
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要請概要

組合員特別価格にて提供します。お問い合わせは連合愛媛まで。


